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�愛媛県告示第６７７号
次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成３０年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

四国中央市 富郷町寒川山
１・２

平成２８年度から
平成２９年度まで

四国中央市（富郷
町寒川山１・２）
の地籍図及び地籍
簿

２ 認証年月日

平成３０年７月６日
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�愛媛県告示第６７８号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、宇和海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は起

業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成３０年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成３０年７月６日から１９日まで
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�愛媛県告示第６７９号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

共同漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、関係地区及び制限又は条

件

� 免許番号 燧特区第１３１号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第１種共同漁業 あおさ漁業
１月１日から

１２月３１日まで

�愛媛県告示第６７６号
次のとおり落札者を決定した。

平成３０年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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〃 ばかがい漁業 〃

〃 あさり漁業 〃

〃 まてがい漁業 〃

〃 はまぐり漁業 〃

〃 おおのがい漁業 〃

〃 つめたがい漁業 〃

〃 たいらぎ漁業 〃

〃 みるくい漁業 〃

〃 たこ漁業 〃

〃 えむし漁業 〃

〃 なまこ漁業
６月１日から

翌３月３１日まで

イ 漁場の位置 新居浜市地先

ウ 漁場の区域

Ａア、アイ及びイＢの３直線とＡＢ間の最大高潮時海岸

線とによって囲まれた区域。だだし、別記記載の区域を除

く。

基点 Ａ 新居浜市垣生６丁目と同市八幡２丁目との最

大高潮時海岸線における境界

Ｂ 新居浜市と西条市との境界の標識

点 ア Ａから越智郡上島町弓削島東端見通し１，５００

メートルの点

イ Ｂから今治市宮窪町梶島東端見通し３，０００メ

ートルの点

別記

ア 昭和３６年３月１３日付け及び同月２０日付けで住友化学

工業株式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した契約

書記載の漁業補償区域（新居浜製造所西面地先、菊本

製造所東面地先及び新居浜港防波堤内）

イ 仏崎埋立免許区域

ウ 昭和３８年４月２７日付けで住友共同電力株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業補償

区域（住友共同電力株式会社及び住友金属鉱山株式会

社埋立関係区域）

エ 昭和４５年１１月３０日付けで愛媛県と新居浜漁協ほか４

組合が締結した「東予港東港地区における港湾整備事

業及び土地造成事業の実施に伴う漁業の損失補償に関

する契約」記載の補償区域

オ 昭和４７年７月２６日付けで住友化学工業株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業補償

区域（住友化学工業株式会社菊本工場東北面地先）

カ 昭和５７年７月２６日付けで住友金属鉱山株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業補償

区域（新居浜市磯浦地先海面（愛媛県磯浦地区土地造

成事業埋立「ほ号」と同地先の住友共同電力株式会社

西火力発電所埋立「と号」との間））

キ 昭和５９年５月２９日付けで住友化学工業株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した「漁業権消滅補償契約

書」記載の漁業補償区域

ク 平成３年６月２７日付けで住友金属鉱山株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償区域

及び平成４年２月１４日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償区

域

ケ 平成９年１２月２０日付けで住友金属鉱山株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償区域

コ 平成１０年９月７日付けで住友化学工業株式会社と新

居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償区域

サ 平成１３年９月１４日付けで新居浜港務局と新居浜漁協

が締結した漁業補償契約書記載の区域アＡ、アイ、ウ

エ、エオ、オカ、カキ及びキクの８直線と陸岸とによ

って囲まれた区域

基点 Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本町２丁

目８１７－７の護岸西北端

Ｂ 新居浜市下水処理場菊本町２丁目１５－１の

護岸東北端

点 ア Ａから３３６度１０２メートルの点

イ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本町２丁

目８１３－４東北綱取りドルフィン突端

ウ Ａから３０４度５１３メートルの点

エ Ａから３０８度５３５メートルの点

オ Ａから３１８度４２４メートルの点

カ Ｂから３４９度４１６メートルの点

キ Ｂから１１１度１４１メートルの点

ク Ｂから南へ護岸延長線上１００メートルの点

シ 平成１８年２月２０日付けで住友化学工業株式会社と新

居浜漁協ほか３組合が締結した契約書記載の補償区域、

Ａから５０度の線とＢから３１１度の線との間の最大高潮

時海岸線から１００メートル以内の区域及びＣから３０９度

の線とＤから３０９度の線との間の最大高潮時海岸線か

ら３３メートル以内の区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ Ａから西側の護岸沿い８００メートルの点

Ｃ 住友化学工業株式会社菊本町２丁目８１７－

７の護岸西北端

Ｄ 住友化学工業株式会社菊本町２丁目８１７－

７の護岸東北端

ス 平成２３年７月２５日付けで住友重機械工業株式会社ほ

か１社と新居浜漁協ほか２組合が締結した確認書の確

認事項１第５条に記載の区域及び確認事項２第５条記

載の区域

Ｂイ、イウ、ウエ、エオ及びオＤの５直線とＢＤ間

の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 住友共同電力株式会社新居浜西火力発電所

地先と号埋立地西側護岸の北端

愛 媛 県 報平成３０年７月６日 第２９９０号

５２７



Ｂ Ａから住友共同電力株式会社新居浜西火力

発電所地先と号埋立地北側護岸沿いに３８０メ

ートルの点

Ｃ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開町

５番２号の西側護岸の南端

Ｄ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開町

５番２号の護岸北西端

点 ア Ａから住友共同電力株式会社新居浜西火力

発電所地先と号埋立地北側護岸の延長線上２０

メートルの点

イ Ｂから住友共同電力株式会社新居浜西火力

発電所地先と号埋立地北側護岸に対し直角２０

メートルの点

ウ アを通り住友共同電力株式会社新居浜西火

力発電所地先と号埋立地西側護岸に対する平

行線とイを通り住友共同電力株式会社新居浜

西火力発電所地先と号埋立地北側護岸に対す

る平行線との交点

エ Ｃから南側護岸の延長線上１０５メートルの

点

オ Ｄから護岸の延長線上１１３メートルの点

セ 平成２３年７月２５日付けで住友化学株式会社ほか２社

と新居浜漁協ほか２組合が締結した契約書記載の補償

区域

Ａから３１１度の線とＢから２１８度の線との間の最大高

潮時海岸線から１００メートル以内の区域及びイウ、ウ

エ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、ケコ及びコイの

９直線によって囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤の内側の根から

西側の護岸沿い８００メートルの点

Ｂ 住友化学株式会社愛媛工場惣開町５番１号

の護岸南西端から西側の護岸沿い２１０メート

ルの点

Ｃ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開町

５番２号の護岸北西端

Ｄ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開町

５番２号の西側護岸の南端

Ｅ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北西

角

Ｆ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北角

点 ア Ｃから北側護岸の延長線上１１３メートルの

点

イ アから２１６度３０分１４６メートルの点

ウ Ｄから南側護岸の延長線上１０５メートルの

点

エ Ｅを基準とし、Ｆより内角１７５度１３２．３メー

トルの点

オ Ｅを基準とし、Ｆより内角６４度５０分２５８メ

ートルの点

カ Ｅを基準とし、Ｆより内角９２度２３３．３メー

トルの点

キ Ｅを基準とし、Ｆより内角９１度５１３．８メー

トルの点

ク Ｅを基準とし、Ｆより内角１１０度１０分５４７メ

ートルの点

ケ Ｅを基準とし、Ｆより内角１６４度２０１．２メー

トルの点

コ Ｅを基準とし、Ｆより内角１７１度１０分３７２メ

ートルの点

ソ 平成３０年２月８日付けで住友化学株式会社と新居浜

漁協ほか２漁協が締結した契約書記載の補償区域アイ

を結ぶ最大高潮時海岸線から１００メートルの線とアウ、

ウエ、エイの３直線で囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根から西

側の護岸沿い８００メートルの点

Ｂ 新居浜市西端島西端より南護岸沿い３００メ

ートルの点

点 ア 基点Ａから２５５度１０分４４秒、２７９．５５２メート

ルの点

イ 基点Ｂから２４７度５分９秒、１０４．８１３メート

ルの点

ウ 基点Ａから２９２度２９分８秒、４７９．８６４メート

ルの点

エ 基点Ｂから３１８度５４分３８秒、８５３．３９８メート

ルの点

� 関係地区 新居浜市新居浜地区

� 制限又は条件 なし

２ 免許予定日

平成３０年１２月１日

３ 申請期間

平成３０年７月６日から９月３０日まで

４ 存続期間

平成３０年１２月１日から平成３６年３月３１日まで
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�愛媛県告示第６８０号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１１条第１項の規定に基づき、

共同漁業の免許の内容たるべき事項等を次のように定める。

平成３０年７月６日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 免許番号、免許の内容たるべき事項、関係地区及び制限又は条

件

� 免許番号 燧特区第１３２号

� 免許の内容たるべき事項

ア 漁業種類、漁業の名称及び漁業時期

漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁 業 時 期

第２種共同漁業 雑魚小型定置漁業
１月１日から

１２月３１日まで

〃 雑魚建網漁業 〃

〃 雑魚建干網漁業 〃

〃 雑魚張切網漁業 〃

イ 漁場の位置 新居浜市及び西条市地先

愛 媛 県 報平成３０年７月６日 第２９９０号

５２８



ウ 漁場の区域

Ａア、アイ、イウ、ウエ及びエＨの５直線とＡＨ間の最

大高潮時海岸線とによって囲まれた区域。だだし、ＤＥを

結んだ直線及びＦＧを結んだ直線以南の区域並びに別記記

載の区域を除く。

基点 Ａ 新居浜市垣生６丁目と同市八幡２丁目との最

大高潮時海岸線における境界

Ｂ 新居浜市御代島ビワ崎鼻

Ｃ 新居浜市と西条市との境界の標識

Ｄ 西条市古川加茂川右岸標識１号

Ｅ 西条市禎瑞加茂川左岸表層波根標識２号

Ｆ 西条市禎瑞八幡中山川右岸標識３号

Ｇ 西条市氷見甲中山川左岸標識４号

Ｈ 西条市氷見戊と同市今在家との最大高潮時海

岸線における境界

点 ア Ａから越智郡上島町弓削島東端見通し１，５００

メートルの点

イ Ｂから今治市宮窪町美濃島東端見通し１，０００

メートルの点

ウ Ｃから今治市宮窪町梶島東端見通し３，０００メ

ートルの点

エ Ｈから今治市宮窪町梶島中央見通し１，８００メ

ートルの点

別記

ア 昭和３６年３月１３日付け及び同月２０日付けで住友化

学工業株式会社と新居浜漁協ほか４組合が締結した

契約書記載の漁業補償区域（新居浜製造所西面地先、

菊本製造所東面地先及び新居浜港防波堤内）

イ 仏崎埋立免許区域

ウ 昭和３８年４月２７日付けで住友共同電力株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業

補償区域（住友共同電力株式会社及び住友金属鉱山

株式会社埋立関係区域）

エ 昭和４５年１１月３０日付けで愛媛県と新居浜漁協ほか

４組合が締結した「東予港東港地区における港湾整

備事業及び土地造成事業の実施に伴う漁業の損失補

償に関する契約」記載の補償区域

アイ、イウ、ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、ク

ケ、ケコ及びコアの１０直線に囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市磯浦地先岩鍋川河口右岸端

Ｂ Ａから西へ３５４度２０メートルの点

Ｃ Ａから東へ護岸線上１２０メートルの点

点 ア Ｂから３５４度２０メートルの点

イ Ｂから３５４度７３０メートルの点

ウ Ｂから２２度８３５メートルの点

エ Ｂから４度２，３８５メートルの点

オ Ａから３５５度２，３２５メートルの点

カ Ａから３５９度１，０９５メートルの点

キ Ｃから１９度８３０メートルの点

ク Ｃから２８度６３５メートルの点

ケ Ｃから３５４度５２０メートルの点

コ Ｃから３５４度２０メートルの点

オ 昭和４７年７月２６日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業

補償区域（住友化学工業株式会社菊本工場東北面地

先）

カ 昭和５７年７月２６日付けで住友金属鉱山株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の漁業

補償区域（新居浜市磯浦地先海面（愛媛県磯浦地区

土地造成事業埋立「ほ号」と同地先の住友共同電力

株式会社西火力発電所埋立「と号」との間））

キ 昭和５９年５月２９日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した「漁業権消滅補償

契約書」記載の漁業補償区域

Ｉオ及びオＪの２直線以内の区域

基点 Ｉ 住友化学工業株式会社愛媛工場西浜第二

工区埋立地西側護岸南端

Ｊ 新居浜市惣開町乙３１番２２号（住友重機械

工業株式会社新居浜製造所所有地）

点 オ Ｉから西側護岸延長線上１２５メートルの

点

ク 昭和４９年１２月３０日付けで西条市と西条漁協ほか４

組合が締結した「漁業補償契約書」記載の補償区域

及び昭和５９年６月２日付けで西条市と新居浜漁協ほ

か４組合が締結した「漁業権消滅補償契約書」記載

の区域

Ｋカ、カキ、キク、クケ、ケコ、コサ、サシ、シ

ス、スセ、セソ、ソタ、タチ及びチＬの１３直線以内

の区域

基点 Ｋ 西条市船屋住友金属鉱山埋立地護岸東端

Ｌ 西条市西条港西防波堤突端

点 カ Ｋから３４９度５０メートルの点

キ カから２５９度２，２４８メートルの点

ク キから３４９度５５０メートルの点

ケ クから３０８度１５分３７６メートルの点

コ ケから３５１度１５分１，２９２メートルの点

サ コから２５３度２００メートルの点

シ サから１７１度１，２７２メートルの点

ス シから２０８度４５分２６０メートルの点

セ スから２５３度３０分２，５００メートルの点

ソ セから３３３度３０分２３８メートルの点

タ ソから２４４度２００メートルの点

チ タから１５４度６５２メートルの点

ケ 平成３年６月２７日付けで住友金属鉱山株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償

区域（新居浜市磯浦町乙６０９－１３北面地先）

アイ、イウ、ウエ及びエアの４直線とオカ、カキ、

キク、クケ、ケコ及びコオの６直線によって囲まれ

た区域並びにサシを結ぶ直線上のサからシへ７．８３メ

ートルの点とサを結ぶ線分を一辺とし、サシを結ぶ

直線に垂直でサより北側へ７．８メートル延長した線

分を一辺とする長方形に囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市磯浦地先岩鍋川河口右岸端

Ｂ Ａから西へ護岸線上５９０メートルの点

Ｃ Ａから東へ護岸線上１２０メートルの点

Ｄ Ａから東へ護岸線上６００メートルの点
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点 ア Ｂから１４度７７５メートルの点

イ Ｂから４度３０分１，０５０メートルの点

ウ Ｂから１４度３０分１，１００メートルの点

エ Ｂから２２度８３５メートルの点

オ Ｃから３度９４０メートルの点

カ Ｄから７度８４５メートルの点

キ Ｄから１３度６００メートルの点

ク Ｄから３５９度５２８メートルの点

ケ Ｃから２８度６３５メートルの点

コ Ｃから１９度８３０メートルの点

サ Ｂから４度２，３８５メートルの点

シ Ａから３５５度２，３２５メートルの点

コ 平成４年２月１４日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償

区域（新居浜市菊本町１丁目８１３－４及び同町２丁

目８１７－９地先海面）

Ａア、アＢ、ＢＣ及びＤＥの４直線と陸岸とに囲

まれた区域で桟橋（６，６００㎡）を除いた区域

基点 Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜市

菊本町２丁目８１７－９の護岸西北端

Ｂ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜市

菊本町１丁目８１３－４の東北綱とりドルフ

ィン突端

Ｃ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜市

菊本町１丁目８１３－４の護岸東北端

Ｄ Ｃから南へ護岸延長線上３７６メートルの

点

Ｅ Ａから南へ護岸延長線上１９６メートルの

点

点 ア Ａから３３６度１０２メートルの点

サ 平成９年１２月２０日付けで住友金属鉱山株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償

区域（新居浜市磯浦町乙３６６－２０北西海面）

アイ、イウ、ウエ、エオ及びオアの５直線に囲ま

れた区域

基点 Ａ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北

西角

Ｂ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北

角

点 ア Ａを基準とし、Ｂより内角１３５度２８．３メ

ートルの点

イ Ａを基準とし、Ｂより内角１７５度１３２．３メ

ートルの点

ウ Ａを基準とし、Ｂより内角６４度５０分２５８

メートルの点

エ Ａを基準とし、Ｂより内角６４度３０分１７１．

４メートルの点

オ Ｂを基準とし、Ａより内角２５２度１０分２１

メートルの点

シ 平成１０年９月７日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか４組合が締結した契約書記載の補償

区域（新居浜市惣開町５番１号の地先及び同市惣開

町５番２号の地先に囲まれた区域）

Ａア、アイ、イウ及びウＢの４直線と陸岸とに囲

まれた区域

基点 Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場新居浜市

惣開町５番１号の護岸西南端

Ｂ Ａから護岸沿いに北へ２１０メートルの標

識

点 ア 住友重機械工業株式会社愛媛製造所新居

浜市惣開町５番２号の護岸北西端から護岸

の延長線上１１３メートルの点

イ アから２１６度３０分１４６メートルの点

ウ Ｂから２１８度１４８メートルの点

ス 平成１３年９月１４日付けで新居浜港務局と新居浜漁

協が締結した漁業補償契約書記載の区域

アＡ、アイ、ウエ、エオ、オカ、カキ及びキクの

８直線と陸岸とによって囲まれた区域

基点 Ａ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本町２

丁目８１７－７の護岸西北端

Ｂ 新居浜市下水処理場菊本町２丁目１５－１

の護岸東北端

点 ア Ａから３３６度１０２メートルの点

イ 住友化学工業株式会社愛媛工場菊本町２

丁目８１３－４東北綱取りドルフィン突端

ウ Ａから３０４度５１３メートルの点

エ Ａから３０８度５３５メートルの点

オ Ａから３１８度４２４メートルの点

カ Ｂから３４９度４１６メートルの点

キ Ｂから１１１度１４１メートルの点

ク Ｂから南へ護岸延長線上１００メートルの

点

セ 平成１８年２月２０日付けで住友化学工業株式会社と

新居浜漁協ほか３組合が締結した契約書記載の補償

区域

Ａから５０度の線とＢから３１１度の線との間の最大

高潮時海岸線から１００メートル以内の区域及びＣか

ら３０９度の線とＤから３０９度の線との間の最大高潮時

海岸線から３３メートル以内の区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根

Ｂ Ａから西側の護岸沿い８００メートルの点

Ｃ 住友化学工業株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸西北端

Ｄ 住友化学工業株式会社菊本町２丁目８１７

－７の護岸東北端

ソ 平成２３年７月２５日付けで住友重機械工業株式会社

ほか１社と新居浜漁協ほか２組合が締結した確認書

の確認事項１第５条に記載の区域及び確認事項２第

５条記載の区域

Ｂイ、イウ、ウエ、エオ及びオＤの５直線とＢＤ

間の最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域

基点 Ａ 住友共同電力株式会社新居浜西火力発電

所地先と号埋立地西側護岸の北端

Ｂ Ａから住友共同電力株式会社新居浜西火

力発電所地先と号埋立地北側護岸沿いに３８

０メートルの点
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Ｃ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開

町５番２号の西側護岸の南端

Ｄ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開

町５番２号の護岸北西端

点 ア Ａから住友共同電力株式会社新居浜西火

力発電所地先と号埋立地北側護岸の延長線

上２０メートルの点

イ Ｂから住友共同電力株式会社新居浜西火

力発電所地先と号埋立地北側護岸に対し直

角２０メートルの点

ウ アを通り住友共同電力株式会社新居浜西

火力発電所地先と号埋立地西側護岸に対す

る平行線とイを通り住友共同電力株式会社

新居浜西火力発電所地先と号埋立地北側護

岸に対する平行線との交点

エ Ｃから南側護岸の延長線上１０５メートル

の点

オ Ｄから護岸の延長線上１１３メートルの点

タ 平成２３年７月２５日付けで住友化学株式会社ほか２

社と新居浜漁協ほか２漁協が締結した契約書記載の

補償区域

Ａから３１１度の線とＢから２１８度の線との間の最大

高潮時海岸線から１００メートル以内の区域及びイウ、

ウエ、エオ、オカ、カキ、キク、クケ、ケコ及びコ

イの９直線によって囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤の内側の根か

ら西側の護岸沿い８００メートルの点

Ｂ 住友化学株式会社愛媛工場惣開町５番１

号の護岸南西端から西側の護岸沿い２１０メ

ートルの点

Ｃ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開

町５番２号の護岸北西端

Ｄ 住友重機械工業株式会社愛媛製造所惣開

町５番２号の西側護岸の南端

Ｅ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北

西角

Ｆ 住友共同電力株式会社と号埋立地護岸北

角

点 ア Ｃから北側護岸の延長線上１１３メートル

の点

イ アから２１６度３０分１４６メートルの点

ウ Ｄから南側護岸の延長線上１０５メートル

の点

エ Ｅを基準とし、Ｆより内角１７５度１３２．３メ

ートルの点

オ Ｅを基準とし、Ｆより内角６４度５０分２５８

メートルの点

カ Ｅを基準とし、Ｆより内角９２度２３３．３メ

ートルの点

キ Ｅを基準とし、Ｆより内角９１度５１３．８メ

ートルの点

ク Ｅを基準とし、Ｆより内角１１０度１０分５４７

メートルの点

ケ Ｅを基準とし、Ｆより内角１６４度２０１．２メ

ートルの点

コ Ｅを基準とし、Ｆより内角１７１度１０分３７２

メートルの点

チ 平成２５年７月２６日付けで愛媛県と西条市ひうち漁

協が締結した漁業補償契約書記載の補償区域及び平

成２５年７月３０日付けで愛媛県と西条市漁協が締結し

た漁業補償契約書記載の補償区域

①②、②③、③④、④⑤、⑤⑥、⑥⑦、⑦⑧、

⑧⑨、⑨⑩、⑩⑪、⑪⑫及び⑫①の１２直線によっ

て囲まれた区域

基点 Ａ 株式会社今治造船西条工場西条市ひうち

字西ひうち７番１６号の岸壁北東端

点 ① Ａから真方位４８度２８分３３．３７２秒の方向８１

０．０２７メートルの点

② ①から真方位２１８度１５分００秒の方向０．６００

メートルの点

③ ②から真方位１２８度１５分００秒の方向１７．６０

０メートルの点

④ ③から真方位３８度１５分００秒の方向２７．５００

メートルの点

⑤ ④から真方位３０８度１５分００秒の方向１７．６０

０メートルの点

⑥ ⑤から真方位２１８度１５分００秒の方向０．４００

メートルの点

⑦ ⑥から真方位３０８度１５分００秒の方向４７８．０

００メートルの点

⑧ ⑦から真方位３８度１５分００秒の方向０．４００

メートルの点

⑨ ⑧から真方位３０８度１５分００秒の方向１７．６０

０メートルの点

⑩ ⑨から真方位２１８度１５分００秒の方向２７．５０

０メートルの点

⑪ ⑩から真方位１２８度１５分００秒の方向１７．６０

０メートルの点

⑫ ⑪から真方位３８度１５分００秒の方向０．６００

メートルの点

ツ 平成３０年２月８日付けで住友化学株式会社と新居

浜漁協ほか２漁協が締結した契約書記載の補償区域

アイを結ぶ最大高潮時海岸線から１００メートルの線

とアカ、カオ、オイの３直線で囲まれた区域

基点 Ａ 新居浜市御代島東端防波堤内側の根から

西側の護岸沿い８００メートルの点

Ｂ 新居浜市西端島西端より南護岸沿い３００

メートルの点

点 ア 基点Ａから２５５度１０分４４秒、２７９．５５２メー

トルの点

イ 基点Ｂから２４７度５分９秒、１０４．８１３メー

トルの点

オ 基点Ｂから３２０度１１分４５秒、１，０４７．２６４メ

ートルの点

カ 基点Ａから３０６度４４分４３秒、８０６．７３７メー

トルの点

愛 媛 県 報平成３０年７月６日 第２９９０号

５３１



� 関係地区 新居浜市新居浜地区並びに西条市西条地区、ひう

ち地区及び禎瑞地区

� 制限又は条件 なし

２ 免許予定日

平成３０年１２月１日

３ 申請期間

平成３０年７月６日から９月３０日まで

４ 存続期間

平成３０年１２月１日から平成３６年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第６８１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

新居浜市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年７月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友重機械工業株式会社

東京都品川区大崎２丁目１番１号

代表取締役社長 別川 俊介

２ 事業場の名称及び所在地

住友重機械工業株式会社愛媛製造所新居浜工場

新居浜市惣開町５番２号

３ 特定施設に関する事項

ＧＺＮ－０１

４ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

工場排水口（�１６）

�������
�愛媛県告示第６８２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県西条保健所及び

西条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成３０年７月６日

愛媛県西条保健所長 武 方 誠 二

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社ダスキンプロダクト中四国

広島県山県郡北広島町大朝字犬追原１３８１７番地８

代表取締役 中島 �志
２ 工場の名称及び所在地

株式会社ダスキンプロダクト中四国愛媛工場

西条市小松町新屋敷甲２０２１番地１

３ 特定施設に関する事項

� １－１－２号機

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １．７

備考 汚水等は全量回収する。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６～８

最大 ６～８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２．３

最大 ４．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，４５５

最大 ２，６２０

備考 この他に、雨水排水口が１５箇所ある。特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６３号イ 焼入れ施設

特 定 施 設 の 能 力 １バッチ当たり１５キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手１日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 ３０分

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第６７号 洗濯業の用に供する洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに
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� １－１－３号機

４ 汚水等の処理施設に関する事項

３－３

５ 工場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値

並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手２日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５０

最大 ５５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５００

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４７．２

最大 ５５．９

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第６７号 洗濯業の用に供す
る洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 工事着手２日後

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 欠

特定施設の１日当たりの使用
時間 １５時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４５０

最大 ５５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５００

最大 １，０００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ５０

設 置 年 月 日 平成２７年４月１３日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理及び生物処理

処 理 施 設 の 型 式 加圧浮上処理、ろ過及び活性炭処理

処 理 施 設 の 構 造 ステンレス製及びコンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

縦１４．６メートル 横１４．３メートル
高さ５．４メートル
及び
縦２１．３メートル 横１１．０メートル
高さ１２．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３８０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集浮上、生物処理及び活性炭吸着ろ過
処理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ９．５～１０

最大 ９～１０．５

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６５０

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６００

最大 １，２００

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０１

最大 ３５４

通常 ３０１

最大 ３５４

備考 処理後の汚水等の一部は、再利用する。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４７．２

最大 ５５．９
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選挙管理委員会告示

�������
�愛媛県告示第６８３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市立待堰土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成３０年７月６日

愛媛県中予地方局長 飯 尾 智 仁

就 任

退 任

�愛媛県選挙管理委員会告示第３２号
平成２９年１０月２２日執行の愛媛県議会議員松山市・上浮穴郡選挙区補欠選挙における公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨は、

次のとおりである。

平成３０年７月６日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨

１ 選挙の種類 平成２９年１０月２２日執行 愛媛県議会議員補欠選挙

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出の金額の制限額（法定選挙運動費用額）

松山市・上浮穴郡 ６，１７６，８００円

３ 報告書の要旨

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３０

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１５

最大 ２４２

備考 この他に、雨水排水口が２箇所ある。

〃 戒 能 明 � 松山市今在家３丁目４－２８

〃 松 田 隆 松山市今在家４丁目１０－１９

〃 宇都宮 耕 一 松山市北土居２丁目２７－２２

〃 濟 川 完 松山市北土居１丁目２－１６

〃 本 郷 常 男 松山市東石井４丁目１０－３０

〃 村 上 弘 彦 松山市越智２丁目２－２０

〃 平 岡 清 茂 松山市星岡４丁目２６－３

〃 井 上 文 昭 松山市北井門３丁目１２－２９

監 事 大 原 克 臣 松山市星岡４丁目１９－２５

〃 清 水 潔 松山市東石井６丁目１５－２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 永 木 隆 三 松山市土居町７４１－４

〃 戒 能 明 � 松山市今在家３丁目４－２８

〃 戒 能 志 俊 松山市今在家３丁目８－２９

〃 宇都宮 耕 一 松山市北土居２丁目２７－２２

〃 濟 川 完 松山市北土居１丁目２－１６

〃 河 本 一 世 松山市北井門４丁目２７－３３

〃 村 上 弘 彦 松山市越智２丁目２－２０

〃 清 水 潔 松山市東石井６丁目１５－２

〃 大 原 静 夫 松山市星岡４丁目２５－２３

監 事 大 原 克 臣 松山市星岡４丁目１９－２５

〃 丹 下 理 彦 松山市北土居４丁目１０－３４

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 渡 部 康 夫 松山市土居町８８９－１

候 補 者 氏 名 角 田 智 恵 所 属 党 派 無 所 属
平成２９年９月２３日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月３０日まで

出納責任者氏名 石 井 悳 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １８０，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 １５０，０００ （ ０ ）

かくだともえと楽しく未来を語る会 １０５，０００円 選挙事務所費 １５０，０００ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）
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通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ２０，９６０ （ ０ ）

印刷費 １９４，４００ （ ０ ）

広告費 ５０６，１００ （ ０ ）

文具費 ３５，０８８ （ ０ ）

食糧費 ８，９０２ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 １，１００，０００ 雑費 ８，７７３ （ ０ ）

今 回 計 １，２０５，０００ 今 回 計 １，１０４，２２３ （ ０ ）

総 計 １，２０５，０００ 総 計 １，１０４，２２３ （ ０ ）

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １９４，４００円

計 １９４，４００円

報告書受理年 月 日 平成２９年１１月２日 第 １ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 川 本 健 太 所 属 党 派 無 所 属
平成２９年１０月５日から 第１回分

期 間
平成２９年１０月３０日まで 第２回分

出納責任者氏名 井 門 祐 子

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ４５０，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ５４，８８０ （ ０ ）

自由民主党愛媛県支部連合会 １００，０００円 選挙事務所費 ５４，８８０ （ ０ ）

川 本 聖 子 無 職 ５０，０００ 集合会場費 ０ （ ０ ）

白 石 有企也 無 職 ９０，０００ 通信費 １０，６６３ （ ０ ）

交通費 ９，２８０ （ ０ ）

印刷費 １，３９３，５２０ （ ０ ）

広告費 ５８３，２００ （ ０ ）

文具費 １２，６５０ （ ０ ）

食糧費 ３２，２９５ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 １，１４２，４６８ 雑費 ０ （ ０ ）

今 回 計 １，３８２，４６８ 今 回 計 ２，５４６，４８８ （ ０ ）

総 計 １，３８２，４６８ 総 計 ２，５４６，４８８ （ ０ ）

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 １，１６４，０２０円

計 １，１６４，０２０円

報告書受理年 月 日
平成２９年１０月３０日

平成２９年１０月３０日

第 １ 回 報 告 分

第 ２ 回 報 告 分
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候 補 者 氏 名 武 井 多佳子 所 属 党 派 無 所 属 第１回分

期 間
平成２９年９月１５日から 第２回分

平成２９年１２月１５日まで 第３回分
第４回分出納責任者氏名 中 野 鈴 惠

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 １６２，０００円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ０ （ ０ ）

武井たか子を支える会（生き活き政治ネット） ６２６，０００円 選挙事務所費 ０ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 １１０，４２７ （ ０ ）

交通費 ２７，１５０ （ ０ ）

印刷費 ４０５，０００ （ ０ ）

広告費 １７１，８４０ （ ０ ）

文具費 ２４，１８４ （ ０ ）

食糧費 ６０，４７４ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０ 休泊費 ４，４６２ （ ０ ）

その他の収入 ０ 雑費 ０ （ ０ ）

今 回 計 ６２６，０００ 今 回 計 ９６５，５３７ （ ０ ）

総 計 ６２６，０００ 総 計 ９６５，５３７ （ ０ ）

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ３４０，２００円

計 ３４０，２００円

報告書受理年 月 日

平成２９年１１月１日
平成２９年１１月９日
平成２９年１１月１７日
平成２９年１２月１５日

第 １ 回 報 告 分
第 ２ 回 報 告 分
第 ３ 回 報 告 分
第 ４ 回 報 告 分

候 補 者 氏 名 鎌 田 善 文 所 属 党 派 財政再建の会
平成２９年１０月１日から

期 間 第１回分
平成２９年１０月３１日まで

出納責任者氏 鎌 田 弥 栄

収 入 支 出

主たる寄附 人件費 ０円（ ０円）

（氏名・団体名） （職業） （寄附額） 家屋費 ０ （ ０ ）

選挙事務所費 ０ （ ０ ）

集合会場費 ０ （ ０ ）

通信費 ０ （ ０ ）

交通費 ０ （ ０ ）

印刷費 １０，８００ （ ０ ）

広告費 ３，２４０ （ ０ ）

文具費 ０ （ ０ ）

食糧費 ０ （ ０ ）

その他の寄附 ０件 ０円 休泊費 ０ （ ０ ）

その他の収入 ３０，０００ 雑費 ８，６４０ （ ０ ）
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今 回 計 ３０，０００ 今 回 計 ２２，６８０ （ ０ ）

総 計 ３０，０００ 総 計 ２２，６８０ （ ０ ）

項 目 金 額

支出のうち公費負担相当額 ポスターの作成 ０円

計 ０円

報告書受理年 月 日 平成２９年１０月３１日 第 １ 回 報 告 分

平成３０年７月６日 発行
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